
事 業 概 要 助 成 対 象 等 公 募 期 間
提出方法

(注) 担当課

企業等の地域資源を活用し
た新商品開発等に対し市区
町村が支援を行う場合に、ふ
るさと財団が当該市区町村に
対し補助金を交付する。

□補助対象 ： 市区町村
※企業等に対する補助金は

市区町村から交付
□補助率 ： ２／３以内

　（過疎地域等９/１０以内）
□補助上限額

Ａタイプ ： １，０００万円
  Ｂタイプ ：　  ５００万円
　Ｃタイプ ：     １００万円
　Ｄタイプ ： 　２００万円

平成28年
 12月15日～

平成29年
    1月31日

指定都市
Ａ

市区町村
Ｂ

融資部
企画調整課

TEL：
03-3263-5586

外部専門家活
用助成

地域再生に取り組む市区町
村が、地域住民主体による持
続可能な実施体制の構築や
ビジネス創出への助言・指導
等を行う外部専門家を活用
する場合に、ふるさと財団が
その費用の一部を助成する。

□助成対象 ： 市区町村
□助成率 ： ２／３以内
□助成上限額 ： ７００万円

（外部専門家派遣に係る人件費・
旅費が助成対象経費の概ね半分
以上）

平成28年
 12月15日～

平成29年
    2月3日

指定都市
Ａ

市区町村
Ｂ

地域再生部
地域再生課

TEL：
03-3263-5736

外部専門家派
遣（短期診断）

地域再生に取り組もうとする
市区町村に対し、ふるさと財
団が地域課題の抽出や課題
解決に向けた方向性の提言
を行う外部専門家を派遣す
る。

□派遣対象 ： 市区町村
□派遣内容 ：

原則として１件あたり１回（２人）まで、
２泊３日の派遣

□派遣費用：
外部専門家への謝金・旅費は原則
財団負担

平成28年
 12月15日～

平成29年
   　2月28日

指定都市
Ａ

市区町村
Ｂ

地域再生部
地域再生課

TEL：
03-3263-5736

まちなか再生に取り組む市区
町村が、具体的・実務的ノウ
ハウを有する専門家に業務
の委託等をする費用の一部
を助成する。

□助成対象 ： 市区町村
□助成率 ： ２／３以内
□助成上限額 ： ７００万円

平成29年
 1月12日

   ～2月10日
Ａ

開発振興部
開発振興課

TEL：
03-3263-5758

公民連携手法による公共施
設等の整備、維持管理・運営
等を推進する地方公共団体
の要請に応じ、シンクタンク
等の専門家等を派遣し、必要
な助言・指導を行う。

□派遣対象 ：
都道府県、市区町村、一部事務

組合等
□派遣回数 ：

原則として１団体あたり１回を限度
□派遣費用 ：

原則として財団が全額負担

平成29年
 1月12日

   ～2月10日
Ａ

開発振興部
開発振興課

TEL：
03-3263-5758

民間のノウハウを活用した新
たな公共施設マネジメント手
法の構築に取り組む市区町
村と、ふるさと財団が設置す
る公共施設マネジメント調査
研究会が共同研究を行い、
研究成果を発信する。当該
市区町村に対し、民間事業
者又は大学に業務の委託を
する費用への助成を行う。

□助成対象 ： 市区町村
□助成率 ： ２／３以内
□助成上限額 ： ７００万円

平成29年
 1月12日

   ～2月10日
Ａ

開発振興部
開発振興課

TEL：
03-3263-5758

(注) 提出方法…　Ａ：直接財団に提出　 　Ｂ：都道府県経由で財団に提出

Ⅴ
公共施設マネジ
メント調査研究
(研究モデル事
業）

Ⅲ
まちなか再生支
援事業

Ⅳ
公民連携アドバ
イザー派遣事業

平成２９年度ふるさと財団助成事業（一覧）

事業名

Ⅰ
ふるさとものづく
り支援事業

Ⅱ 地域再生マネージャー事業




